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（1）当院における DPC/PDPS のコーディングの手順について 

     

 

① 主治医は、入院決定後、入院時医師記録・入院診療計画書を記載し、 

  入院時病名登録を行う。（入院契機病名・仮 DPC） 

 

② 情報システム管理課に属する病棟請求担当者は、入院時医師記録、入院診療計画書、登録

病名を確認後、病名シート（次ページ図１の①）に入院時契機病名を記入する。 

 

③ 該当ツリー図（紙）を選択し、そのコピーと、病名シート(図 1)、入院会計カードを共にファ

イルする。 

 

④ 病棟請求担当者は、医事システムに、仮 DPC 入力をし、電子カルテ掲示板に病名および

DPC 期間を入力する。（次ページの図 2 参照） 

 

⑤ 主治医は、電子カルテ掲示板の病名と DPC 期間を確認する。 

 

⑥ 病棟請求担当者は、医事システムにて、診療行為入力の確認を行う。 

      また、電子カルテの登録病名から、入院時併存病名や入院後発症病名を 

      選択し、医事システムに入力する。 
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図 1 

図 2 



 
 

① 病棟請求担当者が診療記録内容から DPC 病名の変更が望ましいと判断した場合、主

治医と変更を相談し確定する。 

 

② 病棟請求担当者は、変更該当ツリー図を選択し、病名シートに変更病名（前頁図 1②

参照）を記入、電子カルテ掲示板の病名及び DPC 期間を変更する。 

 

    ③ 病棟請求担当者は、医事システムに、変更後の DPC を入力する。 
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① 病棟請求担当者は、診療内容を元にツリー図を確認する。 

 

② 医師は、電子カルテ掲示板を確認し、DPC 病名を最終決定する。 

      

③ 病棟請求担当者は、患者向け請求書の発行と、レセプトの発行を行う。 
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① 病棟請求業務担当が、レセプトチェックをした後、主治医にレセプトチェックを依頼する。 

② 診療情報管理士は、ICD コーディングをさらに精査する。診療記録情報を確認し、登録病

名と ICD コードの整合性などをチェックし、詳細不明病名があれば主治医に確認する。手

術ありなしなどや正しいツリー図が選択されているかなどにつき、DPC 分析ソフト（下図）

を用いてチェックする。 

下図の例は、様式 1 と F ファイルに出現する手術コードが異なる場合や、未入力の場合、

または DPC コードと整合性がとれてない場合などに指摘される分析例の１例です。 

 

 

③ 診療情報管理士は、レセプト提出後、医事システムに DPC 調査データを入力しファイルを

作成する。 

  ★コーディングが分かれた事例について 
医師と事務部門の間で、コーディングが分かれた場合は、診療内容と、診療点数を基に、整合

性がとれているか、検討している。 
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（2）コーディングに係る事務部門の体制 

常勤 非常勤
医事課 情報システム管理課

　①慢性期病棟請求担当 　①ITシステムグループ 2名
　②外来請求担当 　②医事請求グループ 3名

　③診療情報管理グループ 2名 1名
　④医療秘書グループ 4名 1名

11名 2名合計

13名

DPC担当

 
 

  

   ★コーディングは、病棟請求担当者が行い、チェック等のコーディング支援を、診療情報管理

士が行う。 

 

 

 

 

 

（3）適切なコーディングに関する委員会について 
 

      開催頻度   年 2 回 

 

委員会構成  委員長（診療科部長） 

診療部（院長・各診療科部長）  

       委員    看護部（看護部長・DPC 病棟師長） 

                      医療技術部（検査室長・薬剤室長） 

              事務部（事務部長・医事課長・診療情報管理士） 

                     

           適正なコーディングに関すること。 

       内容  診断及び治療方法の適正化、標準化に関すること。 

           その他 DPC 業務に係る課題に関すること。 
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前回の委員会討議事項 

コーディングで肺アスペルギルス症を選んだ内科患者で、DPC と出来高の差が大きかった例を

検討した。 

この例では、併存病名の肺動脈性肺高血圧症に対して高額な薬剤を使用していた為、肺アスペル

ギルス症を選ぶことにより大きく減益になっていた。しかし委員会で検討した結果、今回の入院

に於ける病態、検査、治療の内容から、肺アスペルギルス症を選んだことが正しいと判断された。 

（下図参照） 

     

 
 

 

   ★その他当院内での取り組み 
     詳細な病名を記載してもらうように、診療情報管理士または病棟請求担当者が、個々の医師に

コーディング結果をフィードバックしている。また、外部の DPC 研究会に参加し、コーディ

ング等について討議した事を、院内にフィードバックしている。 
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（4）コーディングマニュアル案に対する意見 

    

診療情報管理士の意見として、現在、コーディングルールが曖昧であり、医療機関によってコー

ディングが異なる場合も多く、本当にこのコーディングでいいのか？と迷ってしまう場合がある。 

また、診療情報管理士は、ICD コーディングのルールを熟知しているが、医師や病棟請求担当者

は、ルールを十分には熟知していないという現状がある。審査機関においても、支払基金と、国保

連合会とで、コーディングのルールが微妙に異なるケースがある。したがってこの様なマニュアル

が出来れば医師や病棟請求担当者にとって参考になる。 

診療情報管理士のみならず、医師や、医事職員等のコーディングに係る者や、審査委員等を対象

にして、このようなマニュアルを用いてのコーディング研修会が地方でも開催されれば、コーディ

ングルールに対する知識が統一され、コーディングの質の向上にも繋がり、より正確なデータの提

出やベンチマークが出来るのではないかと考えられる。 

   
 

（5）その他 

   ケアミックス病院における DPC 調査で苦労している点 
     ケアミックス病院では、DPC 対象病棟⇒DPC 対象外病棟（院内の亜急性期病床・回復期リハ

病棟・緩和ケア病棟、医療療養病棟など）に転棟するケースが多い。 

急性期病棟のみの医療機関では、DPC 病棟分のデータ（子様式）のみの作成でよいが、ケアミ

ックス病院では、DPC 病棟分データ（子様式）に加え、DPC 対象外病棟をも含めたデータ（親

様式）を提出しなければならない事に大変労力を要し、苦労している。 
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